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坂東太郎/日本三大暴れ川 
昔から洪水や水害をもたらす河川を「暴れ川」

と呼び関東の利根川(坂東太郎)、九州の築後川

(筑紫治郎)、四国の吉野川(四国三郎)を日本三

大暴れ川と呼んできました。 

「坂東太郎」というのは、関東の一番大きな川

という愛称の意味を込めて名付けられました。 

写真 1と写真 2は、令和 2年 8月

29日の利根川遠征の写真です。川

幅は 200ｍ～300ｍは優に超え、穏

やかな川の流れでしたが、関東地方

北部の山岳地帯に集中豪雨が降れば

この大河が暴れ川に豹変するであろ

うことを体感してきました。 

写真 3は、明治 43年の

利根川決壊で権現堂の

堤が切れて家屋を押し

流している様子です。 

明治 43年と云えば今か

ら 111年前、昭和 22年

のカスリン台風は 74年

前で、私たちは、この

100年間に 2度の利根

川決壊、大洪水を経験

しています。自然の猛

威を甘く見ないで、た

ぶん三度目もあるであ

ろうという備えが必要

ではないだろうか。 



自然災害に対する国、県、市の動き 
1 内閣官房「国土強靭化基本法」平成 28年 4月 1日施行 

第 1章 ・・大規模自然災害等に優先順位を定め、大規模自然災害等に強い国土及び地域

を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させる

ことが必要 

 ・第 2章(基本方針)第 8条二 国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物

資の安定供給の確保等により、大規模自然災害等が発生した場合においても当該機能が致

命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済、及び社会の活動が持続可能なもの

となるようにすること。 

第 8条五 予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、・・施

策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靭化を推進するための体制を早急に

整備すること。 

 

2 埼玉県地域強靭化計画 平成 29年 3月策定 

第 3章 3-1 想定する大規模自然災害の範囲 

 埼玉県内で被害が生じる大規模自然災害を想定することとし、地震、洪水、竜巻、大雪

の 4種類を基本とする。 

表 3.1 想定する大規模自然災害と災害の規模 

   「地震」・綾瀬川断層による地震 ・東京湾北部地震 

「洪水」・利根川等の一級河川の堤防の決壊 

第 7章 7-1 地域強靭化に向けた推進体制の確保 

 ・国の基本計画に基づく取り組みや県内市町村が今後策定する地域強靭化計画の取組と

も連携させ、地域強靭化の取組を推進していく。・・自主的かつ積極的に取り組むことが

必要である。 

(1)県民の役割 (2)民間企業の役割 (3)医療機関の役割 (4)行政機関の役割・・等 

 

3 草加市は未設置である。 
平成 21年 2月に策定した「草加市地域防災計画」はあるが、草加市地域強靭化計画は未設

置である。来年度以降検討する予定。(危機管理課長) 

埼玉県地域強靭化計画では、大規模自然災害として地震、洪水について明記しています。

それを受けて、草加市としての特徴的で具体的な行動目標を示していただくことを期待い

たします。現時点では、独自に「草加市自主水防団」発足準備を進めてまいりましょう。 

 

伝右川/甚左衛門船着場 

3 本のフジを植栽 
2 月 18 日(木)、みどり公園課の課長さんから「甚左衛

門船着場」のフジ棚へ 3本の若木を植栽したとの連絡を

頂きました。若木と云ってもしっかりとした太さなの

で、今年の 4月下旬には、花が見られそうです。 


